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江
南
劉
姓
神
雑
考

潰

島

敦

俊

Iま

じ

め

あ
る
農
村
社
会
の
包
括
的
な
考
察
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
存
在
し
た
民
間
信
仰
の
分
析
も
、
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

民
衆
の
思
考
様
式
や
社
会
結
合
の
特
質
を
映
し
だ
し
、
そ
の
文
化
変
容
を
語
る
と
と
も
に
、
経
済
構
造
を
も
反
映
す
る
こ
と
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
社
会
の
考
察
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
十
二
分
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
、
主
と
し
て
道
教
あ

る
い
は
民
衆
思
想
研
究
者
に
社
会
学
・
人
類
学
者
が
加
わ
っ
て
、
中
国
農
村
の
民
間
の
信
仰
、
あ
る
い
は
祭
記
に
つ
い
て
も
、
文
献
や

（

I
）
 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
双
方
の
手
段
に
よ
る
研
究
が
な
さ
れ
て
来
て
い
る
が
、
後
者
の
多
く
は
香
港
・
台
湾
あ
る
い
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を

対
象
地
域
と
し
て
お
り
、
中
国
本
土
に
関
し
て
は
研
究
の
空
白
が
目
立
つ
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
共
産
党
支
配
の
も
と
で
の
無

神
論
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
原
則
に
加
え
て
、

一
九
五

0
年
代
後
期
の
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
さ
れ
た
思
考
・
学
術
へ
の
批
判

1 

－
弾
圧
が
、
問
題
関
心
・
研
究
対
象
・
方
法
等
に
つ
い
て
、
こ
の
主
題
を
一
種
の
禁
忌
と
す
る
知
的
情
況
を
形
成
さ
せ
た
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
後
遺
症
は
現
在
で
も
根
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
同
じ
淵
源
を
も
っ
と
こ
ろ
の
、
農
村
部
（
市
鎮
を
含
む
）
の
褒
落
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地
理
や
社
会
集
団
・
組
織
へ
の
多
く
の
現
代
中
国
人
社
会
経
済
史
家
の
驚
嘆
す
べ
き
無
関
心
と
も
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

諸
外
国
や
日
本
の
近
世
社
会
経
済
史
が
、
都
市
で
あ
れ
農
村
で
あ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
経
済
」
現
象
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
社
会
・

文
化
事
象
を
も
考
察
の
対
象
に
含
み
込
み
、
広
い
視
野
か
ら
包
括
的
に
一
個
の
社
会
を
捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
と
対
比
す
る
と
き
、

近
世
中
国
社
会
経
済
史
に
は
ま
だ
補
わ
る
べ
き
領
域
が
、
未
着
手
の
ま
ま
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

一
般
的
情
況
に
加
え
て
、
本
来
、
如
何
な
る
文
明
に
お
い
て
も
、
民
衆
信
仰
そ
の
も
の
が
文
字
で
記
述
さ
れ
た
史
料
に
は
、
相
対
的
に

残
り
に
く
い
性
質
が
あ
る
。
こ
の
間
の
中
国
本
土
の
民
間
信
仰
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
限
界
が
存
在
し
、
特
に
全
国
的
な
、
官

僚
あ
る
い
は
知
識
人
の
眼
か
ら
記
述
さ
れ
た
伝
統
的
史
料
か
ら
は
、
地
方
的
で
か
つ
最
も
土
俗
的
な
信
仰
や
神
々
の
記
述
が
漏
れ
落
ち

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

本
稿
は
、
近
世
長
江
下
流
デ
ル
タ
の
農
村
の
社
会
構
造
へ
の
関
心
か
ら
出
発
し
、
こ
の
地
域
の
民
衆
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
神
士
伊
』
分

析
す
る
作
業
の
一
部
を
成
す
も
の
と
し
て
、

「
劉
猛
将
」
を
取
り
上
げ
る
。

ほ
ぼ
同
じ
地
域
・
時
代
に
つ
い
て
城
陸
信
仰
を
扱
い

後

掲
参
考
文
献
・
漬
島
部

a
お
よ
び
b
）
、
ま
た
土
地
廟
を
論
じ
た

（
漬
島
朗
）

一
連
の
拙
稿
と
、

問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
。

参
照

し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

劉
承
忠

l
l全
国
神

薙
正
二
年
（
一
七
二
四
）
、

清
朝
は
各
省
に
勅
令
を
下
し
、

駆
瞳
神
と
し
て
「
劉
猛
将
軍
」
を
祭
る
廟
を
建
て
る
こ
と
を
命
じ
た
。

こ
の
事
件
お
よ
び
「
劉
猛
将
軍
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
沢
田
瑞
穂
「
駆
盤
神
」
が
各
種
の
随
筆
・
雑
記
類
を
博
捜
し
て
詳
細
に
論
じ
て

い
る
〈
沢
田
花
〉
。

す
な
わ
ち
中
国
の
民
間
信
仰
の
多
く
の
神
々
と
同
様
に
、

」
の
神
も
か
つ
て
は
こ
の
世
に
実
在
し
た
と
さ
れ
る
有



性
有
名
の
人
格
神
で
あ
り
、
元
明
突
代
期
の
明
の
大
将
軍
徐
達
の
大
都
攻
略
に
際
し
、
元
朝
に
殉
じ
て
投
身
自
殺
を
し
た
漢
民
族
の
武

将
劉
承
忠
と
勅
令
は
規
定
し
て
い
灯
ド
い
く
つ
か
の
史
料
で
は
、
直
隷
総
督
李
維
鈎
に
よ
る
劉
承
忠
の
睦
害
防
除
に
お
け
る
霊
験
を
説

く
上
奏
が
そ
の
前
提
に
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
、

の
ち
に
両
江
総
督
査
弼
納
は
、

「
江
南
地
方
で
劉
猛
将
軍
廟
の
在
る
所
で
は
瞳
害
が
無

く
、
廟
が
無
い
処
で
は
皆
災
を
為
す
」
と
言
っ
て
、
薙
正
帝
か
ら
「
水
早
瞳
災
の
防
除
は
地
方
官
の
任
務
で
あ
る
。
朕
が
迷
信
に
惑
わ

さ
れ
、
祈
薦
に
ば
か
り
頼
っ
て
い
る
と
で
も
調
刺
す
る
の
が
」
と
謹
責
を
受
け
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
お
ド

薙
正
の
勅
命
の
の
ち
、
首
都
北
京
の
劉
猛
将
軍
廟
は
、
順
天
府
衛
門
の
東
北
に
置
か
れ
た
。
す
な
わ
ち
呉
長
元
『
震
垣
識
略
』
六
、

内
域
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

江南劉姓神雑考

順
天
府
署
。
在
鼓
楼
東
霊
椿
坊
安
定
大
街
之
西
、
即
元
大
都
路
総
治
旧
署
。

劉
猛
将
軍
調
。
在
府
治
。
相
伝
、
神
名
承
忠
、
呉
川
人
。
元
末
官
指
揮
有
功
、
後
殉
節
投
河
、
民
把
之
。
本
朝
薙
正
二
年
勅
建
。

O
八
錯
廟
。
在
順
天
府
治
東
北
。

長
元
按
：
：
：
劉
猛
将
軍
相
伝
主
瞳
捕
、
組
之
又
八
蛤
遺
意
。

文
中
の
「
八
蛸
廟
」
の
部
分
は
、
呉
長
元
が
『
震
垣
識
略
』
の
執
筆
の
基
礎
と
し
た
と
い
う
『
目
下
旧
聞
考
』
五
四
に
見
え
る

八
蛤
廟
。
在
順
天
府
治
東
北
〔
明
順
天
府
志
〕
。
巨
等
謹
按
、
八
晴
朗
今
無
考
。

と
い
う
記
事
を
引
い
た
も
の
で
あ
り
、

す
で
に
明
代
に
八
蛤
廟
が
こ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
克
来
は
、
『
礼
記
』
の
「
郊
特

3 

牲
」
条
に
述
べ
ら
れ
た
、
天
子
の
農
事
に
関
ナ
る
祭
把
対
象
で
あ
っ
た
「
八
蛤
」
の
祭
組
が
廃
れ
、
そ
こ
に
駆
瞳
神
の
廟
が
建
て
ら
れ
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た
の
も
、
呉
長
元
の
語
る
が
如
く
、
偶
然
で
は
無
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

首
都
の
み
な
ら
ず
、
羅
正
帝
の
勅
論
に
よ
っ
て
、
全
国
の
知
州
・
知
県
は
、
そ
の
治
所
に
猛
将
軍
廟
を
建
て
、
国
家
か
ら
杷
典
を
与

え
ら
れ
た
正
統
の
「
神
」
と
し
て
、

「
劉
承
忠
」
を
祭
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

清
代
後
期
の
方
志
に
し
ば
し
ば
そ

の
記
事
は
見
出
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

「
猛
将
」
の
称
号
を
有
す
る
劉
姓
の
人
格
神
は
、

実
は
こ
の
欽
定
の
「
劉
承
忠
」
の
他
に
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

沢
田
氏
は
、

A
劉
錆
（
号
信
叔
）
・
B
劉
鋭
・
C
劉
宰
・
D
劉
蛤
・
E
劉
章
の
諸
神
を
、

劉
承
忠
以
外
の
「
劉
猛
将
」
と
し
て
挙
げ
て

徳
『
姑
蘇
士
山
』
参
照
）
」
に
つ
い
て
述
べ
、

い
る
。
道
光
年
間
の
私
撰
の
蘇
州
志
で
あ
る
顧
震
簿
『
呉
門
表
隠
』
一
・
瓦
塔
は
、
蘇
州
府
城
の
猛
将
廟
で
あ
る
「
吉
祥
庵
（
後
掲
正

B
劉
鋭
が
主
神
で
あ
る
が
、

A
劉
錆
（
誤
っ
て
さ
ら
に
信
叔
を
別
人
と
し
て
挙
げ
て
い
る
）

－

D
劉
蛤
説
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
F
劉
仁
謄
（
五
代
南
唐
）
に
比
定
す
る
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
か
か
る
複
数
の
劉
姓
神
が
民
間
の
信

仰
対
象
に
存
在
し
た
が
、
し
か
し
、
体
制
教
学
か
ら
厳
密
に
規
定
し
た
場
合
の
「
神
」
は
、
あ
く
ま
で
天
子
が
「
神
」
と
認
定
し
た
劉

承
忠
の
み
で
あ
っ
た
。
他
の
劉
姓
諸
神
は
厳
密
に
は
、

「
神
」
に
は
非
ざ
る
「
鬼
」
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
祭
記
・
信
仰
は
、
記
る
可

（

6
）
 

か
ら
ず
し
て
杷
る
、
い
わ
ゆ
る
「
淫
記
」
の
範
障
に
属
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
情
況

ll複
数
の
、
し
か
も
有
力
な
劉
猛
将
軍
の
信
仰
が
存
在
し
、
官
製
の
強
制
さ
れ
た
祭
把
と
併
存
す
る

1
1
は、

当
時
に
お
い
て
問
題
が
生
じ
て
い
た
ら
し
く
、

沢
田
氏
が
紹
介
し
た
随
筆
以
外
に
も
、

道
光
年
間
の
部
琳
「
虞
郷
志
略
』
（
光
緒
『
常

昭
合
志
稿
』
の
基
礎
を
成
す
）

一
五
・
劉
猛
将
軍
廟
の
記
述
や
、
同
治
『
韓
州
府
士
山
』

二
・
劉
将
軍
廟
条
所
収
・
貌
痛
「
移
建
劉
猛

将
軍
廟
記
」
な
ど
、
詳
細
な
検
討
が
い
ろ
い
ろ
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
清
末
の
議
論
は
、
い
ず
れ
も
極
め
て
歯
切
れ
が
悪
い
。

つ
ま
り
、
現
実
に
は
あ
ま
り
に
も
牢
固
た
る
在
来
の
地
方
神
の
信
仰



が
あ
る
一
方
で
、
天
子
の
勅
諭
が
当
為
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
厳
然
た
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
江
南
で
、
後
述
の
如
く
、
劉

承
忠
は
完
全
に
お
仕
着
せ
の
闘
入
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
論
者
の
筆
先
を
鈍
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

劉
錆
も
し
く
は
劉
鋭
｜
｜
土
神

管
見
に
よ
れ
ば
、
沢
田
氏
が
挙
げ
た
さ
ま
ざ
ま
な
劉
姓
神
の
う
ち
、
江
南
地
域
の
太
湖
周
辺
の
各
地
に
多
く
見
出
だ
さ
れ
る
の
は
、

ほ
と
ん
ど
A
劉
錆
と
B
劉
鋭
で
あ
り
、
両
者
の
勢
力
が
相
拾
抗
す
る
か
に
見
え
る
。
そ
の
他
に
C
劉
宰
（
漫
堂
）
と
す
る
説
話
が
、
そ

の
出
身
地

1
1
金
壇
県
な
ど
デ
ル
タ
東
北
辺
を
中
心
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

江南劉姓神雑考

管
見
の
限
り
、
江
南
の
劉
姓
神
の
最
も
古
い
記
事
は
、
洪
武
『
蘇
州
府
志
』

一
五
・
吉
祥
王
廟
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

在
西
中
街
路
。
景
定
（
一
二
六

0
1四
）
問
、
因
瓦
塔
而
期
。
神
姓
劉
也
。

廟
の
主
神
が
南
宋
末
の
創
立
以
来
劉
姓
神
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
劉
姓
神
が
何
人
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
判
明
し
な
い

が
、
次
の
正
徳
『
姑
蘇
志
』
二
七
・
猛
将
廟
の
記
事
か
ら
、
劉
鋭
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

在
中
街
仁
風
坊
之
北
。
景
定
問
、
因
瓦
塔
而
調
。
神
本
姓
劉
、
名
鋭
。
或
云
、
即
宋
名
将
劉
錆
弟
、
嘗
為
先
鋒
、
陥
敵
保
土
者
也
。

嘗
封
吉
祥
玉
、
故
廟
亦
名
古
祥
庵
。
互
見
寺
観
。

洪
武
『
蘇
州
府
志
』
は
洪
武
十
二
年
の
刻
本
で
あ
る
か
ら
、
劉
鋭
を
神
と
す
る
説
話
は
、
明
清
か
ら
民
国
時
期
に
ま
で
こ
の
地
域
で
信

5 

仰
さ
れ
た
多
く
の
土
神
と
同
様
に
、
す
で
に
元
末
ま
で
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
ま
だ
明
初
に
は
「
猛
将
」
の
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称
号
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
ま
で
に
見
出
だ
し
得
た
最
古
の
「
猛
将
」
号
が
、
正
徳
『
姑
蘇
士
山
』
の
こ
の
記
事
、

つ
ま
り
十
六
世
紀

前
期
の
記
述
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
蘇
州
の
劉
猛
将
は
「
劉
鋭
」
と
さ
れ
る
が
、
す
で
に
こ
の
正
徳
年
間
の
記
事
も
配
慮
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
江
南

に
は
、
も
う
一
つ
の
有
力
な
劉
姓
神
｜
｜
劉
錆
が
い
た
。
た
と
え
ば
、
常
熟
で
は
弘
治
『
常
熟
県
士
山
』
二
、
中
山
永
定
公
廟
に
は
、

元
至
正
三
年
建
。
莫
知
神
之
姓
名
・
事
迩
。
俗
伝
、
為
宋
劉
錆
也
。

と
あ
っ
て
、
劉
錆
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
史
料
が
、
「
神
の
姓
名
・
事
述
を
知
る
莫
し
」
と
し
、
劉
錆
と
い
う
説
話
を
あ
く
ま
で
民
間

の
俗
説
と
し
た
、

つ
ま
り
一
種
の
詣
晦
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
時
期
の
知
県
楊
子
器
の
淫
嗣
弾
圧
の
反
映
で
あ
る
。

彼
は
前
任
地
の
島
山
県
で
も
淫
洞
弾
庄
を
行
い
、
続
け
て
常
熟
で
も
行
な
っ
た
こ
と
は
、
弘
治
『
常
熟
県
志
』
の
廟
・
帽
の
各
条
に
明

確
に
一
記
述
さ
れ
て
い
る
。
隣
県
の
江
陰
で
も
全
く
同
時
期
に
知
県
責
停
が
、
徹
底
し
た
淫
洞
批
判
と
破
壊
を
含
む
禁
圧
を
展
開
し
て
い

た
が
〈
潰
島
八
三
〉
、

こ
の
楊
子
器
も
神
像
破
壊
を
行
な
っ
た
こ
と
が
各
廟
の
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

」
の
後
の
常
熟
の
方
志
の
叙

述
か
ら
し
て
、
こ
の
廟
が
劉
錆
を
祭
神
と
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

劉
鋭
は
実
在
の
人
物
と
考
え
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
『
宋
史
』
四
四
九
・
列
伝
二

O
八
・
忠
義
四
に
伝
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

知
文
州
。
嘉
照
一
克
年
北
兵
来
攻
、
鋭
与
通
判
趨
汝
易
問
乗
域
国
守
、
率
軍
民
七
千
余
人
、
昼
夜
挿
戦
、
殺
傷
甚
多
。
拒
守
月
余
・
：

度
不
免
、
集
其
家
人
、
尽
飲
以
薬
皆
死
。
乃
家
其
屍
及
公
私
金
白
巾
・
告
命
焚
之
。
家
素
有
礼
法
、
幼
子
同
奇
才
六
歳
、
飲
以
薬
、

猶
下
拝
受
之
、
左
右
為
之
動
働
。



つ
ま
り
一
二
三
七
年
、
利
州
西
路
の
丈
州
（
現
甘
粛
省
南
端
の
文
県
）

の
知
州
と
し
て
、
三
四
年
の
金
朝
誠
亡
に
続
く
モ
ン
ゴ
ル
の
陳

西
攻
略
に
際
会
し
て
任
地
を
守
り
、

一
家
殉
国
し
た
南
宋
の
地
方
官
で
あ
っ
た
。
そ
の
出
身
が
お
そ
ら
く
「
士
大
夫
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
属
す
る
こ
と
は
、
家
庭
の
教
育
を
示
す
末
尾
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
示
さ
れ
て
い
る
。

劉
錆
も
実
在
の
人
物
で
、
『
宋
史
』
一
ニ
六
六
に
単
独
で
長
文
の
伝
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
以
下
の
如
く
、

金
と
の
戦
争
で
勇
名
を
馳

せ
た
武
将
で
あ
っ
た
。

字
信
淑
、
徳
順
軍
人
。
漉
川
軍
節
度
使
仲
武
第
九
子
也
。
：
：
：
善
射
、
戸
如
洪
鐘
O
i－
－
－
宣
和
問
、
用
高
速
薦
、
特
授
閤
門
祇
候
。

江南劉姓神雑考

：
・
高
宗
即
位
：
：
：
差
知
眠
州
、
為
犠
右
都
護
。
興
夏
人
戦
屡
勝
、
夏
人
見
暗
、

：
（
金
軍
の
撃

親
怖
之
目
、
劉
都
護
来
。

退
）
：
：
：
（
紹
興
）
三
十
二
年
間
二
月
、
錆
発
怒
、
幅
血
数
升
而
卒
。
：
：
：
誼
武
穆
。

つ
ま
り
劉
錆
は
既
に
北
宋
末
期
一
一
一
一

O
年
前
後
に
起
家
し
、
対
西
夏
・
金
戦
争
に
従
い
、

一
一
六
二
年
に
死
ん
だ
生
粋
の
武
人
で
あ

った。い
ず
れ
も
外
敵
の
侵
入
に
抗
し
て
、
王
朝
に
忠
節
を
尽
く
し
た
漢
民
族
で
あ
り
、
そ
の
死
は
直
接
な
い
し
間
接
に
悲
劇
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
共
通
点
を
有
す
る
。

正
徳
『
姑
蘇
志
』
は
、

活
躍
し
た
時
代
が
十
二
世
紀
前
1
中
期
（
劉
錆
）
・
十
三
世
紀
前
期
（
劉

鋭
）
と
、
大
き
く
異
な
る
両
者
を
兄
弟
と
し
、
あ
ま
つ
さ
え
劉
鋭
（
弟
）
を
劉
錆
（
兄
）

の
先
鋒
と
し
た
説
話
を
紹
介
し
て
い
る
が
、

こ
の
後
も
、
こ
の
兄
弟
説
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
志
・
随
筆
に
頻
出
す
る
。
両
者
の
詳
が
と
も
に
一
字
で
、
偏
も
共
通
す
る
こ
と
が
、
こ
の

説
話
の
形
成
に
役
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
何
よ
り
も
、
江
南
に
お
い
て
両
者
の
信
仰
が
相
半
ば
し
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
を
圧
倒
す

7 

る
こ
と
が
で
き
な
い
情
況
の
も
と
、
説
話
の
荒
唐
な
習
合
に
よ
っ
て
、
，
矛
盾
が
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
後
掲
の
嘉
慶
『
石
岡
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広
福
志
』
所
載
・
趨
暁
栄
「
重
修
劉
猛
将
軍
廟
碑
」
は
、
岳
飛
や
劉
錆
の
軍
事
行
動
か
ら
し
て
、
必
ず
や
「
錆
に
弟
鋭
有
り
し
は
何
の

疑
い
や
あ
ら
ん
。
」
と
、
い
主
さ
か
珍
妙
な
論
理
で
、
劉
鋭
を
劉
錆
の
弟
と
論
じ
て
い
る

（
『
宋
史
』
四
四
九
所
伝
の
人
物
と
は
別
人
と

い
う
こ
と
に
な
る
）
。

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
明
代
江
南
の
こ
れ
ら
劉
姓
神
に
、
駆
柏
田
説
話
は
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
劉
猛
将
が
何
故
に
駆

盤
神
と
な
っ
た
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
沢
田
氏
は
新
東
・
粛
山
県
で
は
「
葬
将
」
と
俗
に
詑
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

（
江
南
デ
ル
タ
で
も
成
曲
一
一
『
南
瀞
鎮
士
山
』
二
八
所
収
「
蒸
字
耳
社
廟
記
」
に
見
え
る
）
、
ま
た
猛
は
「
騒
」
HH
イ
ナ
ゴ
に
通
ず
る
こ
と
を

挙
げ
、
「
駆
瞳
の
神
と
し
て
猛
将
の
名
が
親
し
ま
れ
て
き
た
の
も
偶
然
で
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、

薙
正
帝
の
記
血
（

付
与
を
経
て
、
劉
猛
将
日
劉
承
忠
H
駆
睦
神
と
い
う
王
朝
公
認
の
霊
異
説
話
が
、
権
力
を
通
じ
て
普
及
し
た
後
の
情
況
を
前
提
と
す
る

論
義
で
あ
り
、
初
期
の
江
南
の
劉
猛
将
に
は
無
縁
で
あ
る
。
今
後
の
史
料
の
博
捜
に
待
つ
が
、
お
そ
ら
く
は
河
北
（
直
隷
）
河
間
府
近

辺
の
劉
承
忠
廟
が
偶
然
に
瞳
災
の
回
避
と
結
び
つ
き
、
説
話
が
形
成
さ
れ
、
地
方
官
に
ま
で
浸
透
し
、
最
終
的
に
李
維
鈎
の
上
奏
、
礼

部
の
認
定
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
史
料
的
根
拠
は
全
く
無
い
が
、
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、

モ
ン
ゴ
ル
・
女
真
に
抵
抗
し
た
、

民
間
に
既
成
の
漢
民
族
の
英
雄
に
換
え
る
に
、

モ
ン
ゴ
ル
王
朝
に
忠
節
を
尽
く
し
た
漢
民
族
の
武
将
を
以
て
し
、
こ
れ
の
立
廟
と
祭
柁

を
強
制
し
た
こ
と
に
、
満
州
族
王
朝
の
漢
民
族
支
配
の
そ
れ
な
り
の
意
図
を
見
出
だ
す
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

江
南
で
は
こ
の
劉
錆
・
劉
鋭
以
外
に
、
こ
れ
も
実
在
の
人
物
で
、
両
者
よ
り
も
有
名
な
、
劉
宰
（
号
漫
塘
）
を
劉
猛
将
に
当
て
る
説

話
が
存
在
す
る
。
部
琳
『
虞
郷
志
略
』

一
五
・
劉
猛
将
軍
廟
は
、
『
金
壇
県
志
』
を
引
き
、
以
下
の
よ
う
な
説
話
を
伝
え
る
。
「
宋
の
嘉

定
二
年
（
一
二

O
九
）
、
皐
で
飛
躍
が
天
を
蔽
っ
た
。
時
に
太
常
丞
劉
宰
は
家
居
し
て
い
た
が
、
手
紙
を
一
筆
認
め
、
僕
を
呼
び
、
金

壇
城
北
の
鐘
秀
橋
に
行
き
、
二
人
の
寅
衣
の
客
に
会
い
、
書
簡
を
脆
い
て
呈
上
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
橋
に
至
る
と
果
た
し
て
そ
の
人



あ
り
、
書
を
啓
い
て
読
み
終
わ
る
と
、
た
だ
に
路
を
お
借
り
す
る
の
み
で
食
事
は
致
し
ま
せ
ん
と
答
え
た
。
事
実
、
睦
災
は
無
か
っ
た
。

こ
れ
よ
り
瞳
が
あ
る
と
劉
漫
塘
洞
に
祈
る
」
。
劉
宰
（
一
一
六
六

1
一
二
三
九
）
は
紹
照
元
年
の
進
土
で
、
『
宋
史
』
四

O
一
に
伝
が
立

て
ら
れ
て
お
り
、
文
清
の
誼
号
を
受
け
た
文
名
の
高
い
正
統
派
の
士
大
夫
官
僚
で
あ
り
、
金
壇
県
は
先
賢
と
し
て
澗
記
し
て
い
た
。
そ

の
調
が
民
衆
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
何
時
の
間
に
か
駆
瞳
神
に
、

つ
ま
り
淫
洞
に
変
質
し
た
の
で
あ
る
。
『
宋
史
』
が
記
載
す
る
そ
の
地

方
官
と
し
て
の
業
績
に
は
、

「
淫
澗
を
段
つ
こ
と
八
十
四
所
」
と
あ
る
。

ま
さ
し
く
常
熟
の
王
応
歪
（
一
六
八
四
l
一
七
五
七
）
が
次

の
よ
う
に
嘆
く
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

江南JJ姓神雑考

南
宋
劉
宰
漫
塘
、
金
壇
人
。
俗
伝
死
而
為
神
、
職
掌
盤
輔
、
呼
為
猛
将
。
江
以
南
多
専
柄
、
春
秋
薦
祭
、
則
瞳
不
為
災
。
而
巧
戸

奉
之
尤
謹
、
殊
不
可
解
。
按
趨
枢
密
察
作
漫
塘
集
序
、
称
其
学
術
本
伊
格
、
文
事
過
漢
・
唐
。
身
後
何
以
不
経
如
此
、
其
為
後
人

附
会
無
疑
也
。
〈
『
柳
南
随
筆
』
巻
二
〉

こ
の
説
話
が
何
時
ま
で
遡
る
か
、
確
認
で
き
て
い
な
い
。
他
の
説
話
と
あ
わ
せ
て
そ
の
形
成
の
過
程
の
解
明
は
今
後
の
課
題
に
残
さ
れ

て
い
る
。

ど
の
地
域
が
発
生
地
点
で
あ
る
に
せ
よ
、
「
劉
」
姓
神
と
い
う
要
素
が
、
「
駆
瞳
」
神
・
「
猛
将
」
号
と
い
う
ふ
た
つ

た
だ
、

の
要
素
に
結
合
す
る
傾
向
が
、
現
代
後
期
あ
た
り
か
ら
形
成
主
れ
始
め
、
清
代
前
期
に
一
般
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、

こ
れ
ら
の
劉
姓
神
H
猛
将
説
の
発
生
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
置
く
。
「
猛
将
」
号
の
確
実
な
存
在
は
、
管
見
の

か
ぎ
り
正
徳
『
姑
蘇
志
』
に
ま
で
遡
る
。
し
か
し
南
宋
景
定
四
年
（
一
二
六
三
）
に
「
揚
威
侯
・
天
曹
・
猛
将
之
神
」
に
勅
封
さ
れ
た

と
の
伝
説
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
前
に
触
れ
た
貌
競
「
移
建
劉
猛
将
軍
廟
記
」
や
嘉
慶
『
石
岡
広
福
志
』
四
・
襟
類
孜
・
寺
廟
・
拍

9 

花
庵
条
所
載
の
里
人
超
暁
栄
「
重
修
劉
猛
将
軍
廟
碑
」
な
ど
は
、
狭
人
傑
『
堅
瓢
集
』
所
引
の
陳
継
『
恰
庵
雑
録
』
を
引
用
し
、
こ
の
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よ
う
な
勅
封
を
語
っ
て
い
る
。
沢
田
氏
も
典
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
宋
代
勅
封
の
「
揚
威
侯
天
曹
猛
将
」
を
、
疑
問
を
一
切
提
示

せ
ず
に
史
実
と
し
て
語
っ
て
い
る
〈
沢
田
花
七
頁
〉
。

（

B
）
 

な
ら
ば
、
劉
姓
神
に
対
し
て
「
猛
将
」
の
称
号
が
宋
代
に
授
け
ら
れ
た
と
い
う
説
話
が
、
明
代
前
期
に
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な

陳
継
（
一
三
七

O
i
一
四
三
四
。

号
恰
苓
）

の
記
述
が
も
し
確
実
に
存
在
す
る

る
。
し
か
し
こ
れ
を
以
て
、
宋
代
の
勅
封
の
事
実
を
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
般
に
江
南
の
無
数
の
「
神
」
は
、
宋
代
（
ど
う
い

う
わ
け
か
特
に
理
宗
朝
が
多
い
）
ま
た
は
元
代
に
お
け
る
霊
異
説
話
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
勅
封
の
伝
説
を
有
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
そ

の
殆
ん
ど
が
偽
造
と
考
え
ら
れ
る

〈
漬
島
田
・
一
一
一
良
〉
。

こ
れ
ら
随
筆
雑
記
の
記
事
を
た
だ
ち
に
歴
史
事
実
と
す
る
こ
と
に
は
、
と

り
わ
け
霊
異
と
勅
封
の
伝
説
の
偽
造
が
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る
「
神
」
に
関
し
て
は
、
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

蘇
州
の
西
に
あ
る
霊
巌
山
は
、
宋
の
活
仲
掩
の
沼
氏
義
荘
で
有
名
で
あ
る
が
、
民
国
『
木
漬
小
志
』
六
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る

呉
俗
郷
村
多
記
猛
将
。
霊
巌
山
豊
盈
荘
、
有
宋
景
定
二
年
勅
封
劉
錆
為
天
曹
猛
将
石
刻
。
或
好
事
者
停
会
、
不
足
愚
也
。

猛
将
信
仰
は
江
南
の
農
村
で
盛
ん
で
あ
り
（
後
述
）
、

霊
巌
山
豊
盈
荘
に
は
劉
錆
の
景
定
二
年
勅
封
の
石
刻
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し

て
民
国
一

O
年
（
一
九
二
一
）
、
木
漬
鎮
（
蘇
州
西
南
）

の
方
志
の
編
纂
者
は
合
理
的
な
判
断
を
下
し
て
い
る
。

日
下
の
所
、
「
猛
将
」

（

9
）
 

の
称
号
お
よ
び
勅
封
伝
説
は
、
明
初
ま
で
は
遡
ら
な
い
こ
と
を
一
応
の
結
論
と
し
て
お
き
た
い
。

四

施
米
神
と
し
て
の
劉
姓
神
｜
｜
神
話
の
変
容

清
代
江
南
農
村
の
劉
猛
将
の
信
仰
に
関
す
る
文
献
資
料
の
記
載
は
、
中
期
以
降
、
時
代
が
下
る
ほ
ど
、
当
為
日
劉
承
忠
と
在
地
の
現



実
H
劉
錆
・
劉
鋭
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
混
乱
の
度
を
増
す
よ
う
に
見
え
る
が
、
当
然
に
民
衆
の
信
仰
の
対
象
は
後
者
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
如
何
に
普
及
し
て
い
た
か
は
、

例
え
ば
『
虞
郷
志
略
』
が
、
「
各
郷
の
村
・
鎮
、

猛
将
の
神
廟
、
甚
だ
多
し
」
と
語
り
、
ま
た
上

掲
の
民
国
『
木
漬
小
志
』
が
「
呉
（
江
南
）

の
俗
、
郷
村
は
多
く
猛
将
を
記
る
」
と
叙
述
す
る
よ
う
に
、
各
種
方
志
に
は
、
そ
の
信
仰

の
農
村
で
の
普
遍
的
存
在
を
指
摘
す
る
記
事
が
無
数
に
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。

康
照
『
具
区
志
』

七
・
風
俗
の
元
旦
の
条
に
は
、

「
揚
威
侯
」

つ
ま
り
劉
錆
で
あ
る
が
、

元
旦
に
行
な
わ
れ
る
「
村
社
」
の
神
が

「
各
村
の
寮
社
の
像
は
数
百
を
以
て
計
え
る
」
と
云
う
。

光
緒
『
周
荘
鎮
志
』
三
・
桐
廟
の
「
猛
将
堂
」
は
、
「
遠
近
の
各
村
、

地
と

し
て
こ
れ
無
き
は
無
し
。
甚
だ
し
き
は
、

一
村
に
し
て
、
数
記
を
分
立
す
る
者
あ
り
」
と
云
う
。
な
お
、
民
国
『
光
福
志
』

一
・
風
俗

江南劉姓神雑考

・
光
福
歳
時
記
は
、
「
中
元
前
後
、
猛
将
会
あ
り
。
村
々
に
こ
れ
有
り
、
農
人
は
報
ゆ
る
に
駆
瞳
の
功
を
以
て
す
」
と
、

江
南
で
は
や

や
珍
ら
し
く
駆
瞳
神
と
し
て
の
劉
猛
将
の
普
遍
的
存
在
を
語
る
。

明
末
清
初
以
来
、
江
南
デ
ル
タ
の
農
村
で
、
村
廟
（
土
地
廟
）
は
特
定
の
鎮
の
廟
に
対
し
て
従
属
的
地
位
に
立
つ
よ
う
に
な
り
、
鎮

廟
の
廟
会
に
際
し
て
、
各
土
地
廟
は
現
世
の
銅
銭
と
冥
界
の
紙
銭
を
そ
の
領
域
の
住
民
か
ら
集
め
、
そ
れ
を
鎮
廟
に
上
納
す
る
慣
習
が

形
成
さ
れ
た
。
そ
の
徴
収
行
為
は
し
ば
し
ば
「
催
銭
根
」
、

ま
た
上
納
行
為
は
「
解
銭
糠
」
と
呼
ば
れ
、

ま
さ
し
く
里
甲
な
い
し
「
地

方
」
の
徴
税
・
上
納
に
撰
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
〈
潰
島
部
b
・
三
「
解
銭
糧
慣
行
の
出
現
」

に
詳
述
し
た
〉
。

言
う
ま
で
も
な
く

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
習
俗
の
形
成
は
、
十
六
世
紀
半
以
来
の
江
南
デ
ル
タ
の
商
業
化
H
市
鎮
の
発
達
と
、
市
鎮
を
中
核
と
す
る
地
域
社

会
の
形
成
の
文
化
的
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
鎮
廟
は
、
こ
れ
も
ま
た
明
末
清
初
か
ら
出
現
し
始
め
る
鎮
城
陸
廟
が
圧
倒
的
に
多

く
、
ほ
か
に
東
巌
廟
で
あ
っ
た
り
す
る
。
か
か
る
「
解
銭
棋
」
慣
行
の
中
心
の
鎮
廟
が
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、
猛
将
廟
で
あ
る
例
も

11 

見
出
だ
さ
れ
る
。
青
浦
県
と
嘉
定
県
の
境
界
に
位
置
し
た
大
鎮
黄
渡
鎮
の
猛
将
廟
に
つ
い
て
、
威
豊
『
黄
渡
鎮
志
』
（
上
海
図
書
館
蔵
）
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二
・
風
俗
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

遇
歳
稔
、
則
近
廟
都
民
、
鳴
鐸
至
責
渡
以
百
計
、
謂
之
「
献
灯
」
。

毎
郷
土
地
神
、
各
分
廟
界
、
備
龍
灯
至
猛
将
廟
、

以
備
神
歓
、

謂
之
「
解
灯
」
。

こ
の
よ
う
な
猛
将
信
仰
の
記
事
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
ま
だ
数
多
く
紹
介
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

清
代
J
民
国
時
期
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
現
代
で
も
劉
猛
将
信
仰
の
痕
跡
が
存
在
す
る
。

一
九
八
八
年
末
以
来
開
始
し
た
江
南
デ
ル

タ
農
村
で
の
聴
取
り
調
査
の
な
か
で
、
神
の
名
前
や
由
来
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
劉
猛
将
あ
る
い
は
劉
王
と
い
う
神
の
存
在
の（

問
）

記
憶
は
、
至
る
所
で
確
認
さ
れ
た
。
文
革
終
膏
後
の
宗
教
公
認
政
策
に
よ
っ
て
、
江
南
デ
ル
タ
で
も
仏
寺
の
再
建
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

一
九
八
九
年
末
、
上
海
市
青
浦
県
朱
家
角
郷
調
査
の
お
り
に
、
郷
政
府
の
案
内
に
て
、
青
浦
県
が
同
郷
最
西
部
の
澱
山
湖
の
ほ
と
り
に

復
興
（
新
設
）
し
た
「
報
国
寺
」
を
参
観
し
た
。
澱
山
湖
か
ら
東
方
に
向
う
基
幹
水
路
澱
山
浦
の
入
り
口
に
位
置
し
て
い
る
が
、
解
放

前
は
関
帝
廟
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

（
民
国
時
期
の
地
形
図
で
確
認
で
き
る
）
。

新
建
さ
れ
た
の
は
上
海
の
著
名
な
玉
仏
寺
の
下
院

と
し
て
の
仏
寺
で
あ
り
、
常
住
の
仏
僧
も
数
人
い
る
が
、
伝
統
の
ま
ま
に
、
仏
・
道
の
境
界
定
か
な
ら
ぬ
各
種
の
神
像
・
絵
像
が
存
在

し
、
そ
の
一
つ
に
、
劉
猛
将
を
見
出
だ
し
た
の
で
あ
る
。
横
お
セ
ン
チ
・
縦
ロ
セ
ン
チ
、
上
質
の
厚
手
の
洋
紙
に
彩
色
で
印
刷
さ
れ
た

劉
猛
将
は
、
上
部
に
「
普
祐
上
天
王
」
の
扇
額
を
有
す
る
「
劉
承
忠
」
で
あ
る
。

「
猛
将
」
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

そ
の
風
貌
は

見
女
性
と
も
見
紛
う
、
福
耳
の
垂
れ
た
柔
和
な
表
情
の
文
官
で
あ
る
。
下
段
に
－
記
さ
れ
た
七
言
二
十
四
行
の
詩
の
初
め
の
部
分
は
以
下

の
如
く
で
あ
る
。



嘉
輿
府
志
有
史
記
、
関
川
志
稿
亦
明
表
。
蓮
四
蕩
畔
劉
王
廟
、
江
祈
渥
地
早
知
暁
。

元
末
嘉
禾
遭
瞳
災
、
民
不
珊
生
難
温
飽
。
長
勝
名
将
劉
承
忠
、
率
部
減
瞳
伝
捷
報
。
（
後
略
）

何
と
も
奔
放
な
伝
説
の
改
鼠
・
合
成
は
、
天
馬
空
を
征
く
感
が
あ
る
が
、
現
在
の
江
南
の
劉
王
信
仰
が
、
流
れ
と
し
て
は
、
前
に
示
し

た
『
聞
川
志
稿
』
所
載
の
蓮
四
蕩
の
劉
王
駒
山
L

属
す
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
嘉
輿
県
王
江
淫
鎮
で
は
、
漁
民
に
よ
る
劉
王

（
補
注
）

廟
の
「
網
船
会
」
が
復
活
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
確
認
は
で
き
な
い
。
こ
の
報
国
寺
が
水
上
交
通
の
至
便
の
地
に
立
地
し

て
い
る
こ
と
も
大
き
く
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

江南劉姓神雑考

こ
こ
に
は
す
で
に
劉
承
忠
の
説
話
が
入
り
込
み
、
駆
瞳
神
と
し
て
の
劉
猛
将
が
姿
を
現
し
て
い
る
。
し
か
し
江
南
農
村
の
劉
猛
将
は

清
代
J
民
国
期
で
も
必
ず
し
も
駆
瞳
神
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
夙
に
小
林
一
美
氏
が
紹
介
し
た
十
九
世
紀
半
の
あ
る
抗
租
暴
動
〈
小
林

町
〉
で
、
官
憲
の
弾
圧
は
現
世
の
人
間
の
み
な
ら
ず
冥
界
の
神
々
に
ま
で
及
び
、
誤
っ
た
託
宣
に
よ
っ
て
農
民
を
惑
わ
し
た
罪
で
、
四

種
類
の
神
像
が
そ
の
地
域
の
村
々
の
廟
か
ら
捕
縛
さ
れ
、

一
年
間
県
の
誠
陸
廟
で
晒
し
者
の
刑
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
〈
漬
島
田
〉
。

そ
の
四
神
の
一
種
が
「
猛
将
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
貧
し
い
小
作
人
が
崇
拝
し
た
「
猛
将
」
神
は
ど
の
よ
う
な
説
話
を
有
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
。

前
に
示
し
た
趨
暁
栄
「
重
修
劉
猛
将
軍
廟
碑
」
に
は
、
劉
猛
将
の
生
前
の
義
行
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
伝
説
を
伝
え
て
い
る
。

考
将
軍
曹
号
、
伝
聞
不
一
。
謂
是
金
壇
劉
宰
、
：
：
：
。
又
云
、
元
指
揮
劉
承
忠
、
平
准
南
劇
盗
、
継
以
瞳
災
欲
開
倉
発
粟
、
市
非

職
守
、
因
憤
極
沈
河
而
死
。
見
鎮
旧
志
、
蓋
出
泰
努
牧
『
唐
君
扶
驚
録
』
、
而
不
足
信
也
。

13 
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劉
承
忠
の
活
動
の
場
が
准
南
に
転
じ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
劉
錆
説
話
と
の
習
合
で
あ
ろ
う
。
泰
手
牧
『
唐
君
扶
驚
録
』
な
る
書
に
つ
い

て
皆
目
不
明
で
あ
る
が
、
清
代
、
劉
猛
将
が
施
米
神
に
変
身
し
た
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
。
同
様
に
、
こ
れ
も
既
に
明
代
中
期
に

見
え
た
、
新
市
鎮
の
「
劉
宣
教
郎
」
も
、
清
末
の
説
話
は
以
下
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

在
米
諜
橋
北
。
相
伝
、
神
姓
劉
、
詳
聖
元
、
三
里
匪
入
。
張
米
嘩
於
鎮
、
毎
以
小
量
入
大
量
出
、
数
年
賀
尽
、
大
笑
投
濠
死
。
衆

因
名
其
浬
日
、
米
諜
、
立
嗣
紀
之
。
有
樟
組
応
、
元
時
勅
封
宣
教
郎
。
〈
嘉
慶
『
新
市
鎮
続
士
山
』
巻
一
、
寺
廟
嗣
落
、
劉
宣
教
洞
〉

米
を
借
り
る
貧
民
に
と
っ
て
、
地
主
や
商
人
の
出
入
で
の
量
器
の
違
い
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
抗
租
な
ど
民
衆
闘
争
の
重
要
な
課

題
で
も
あ
っ
た
。
貸
す
に
大
斗
を
以
て
し
、
返
却
は
小
斗
と
い
う
説
話
に
は
、
貧
民
（
商
業
化

l
l
農
村
家
内
手
工
業
の
展
開
の
も
と
、

食
米
を
恒
常
的
に
購
入
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
た
農
民
を
含
む
）

の
切
実
な
願
い
が
龍
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

清
末
の
劉
姓
神
は
、
貧
民
に
米
を
施
し
、
自
ら
は
自
殺
す
る
説
話
を
有
す
る
神
に
変
容
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
神
々
が
施
米
神
に

変
わ
る
こ
と
は
江
南
で
決
し
て
珍
し
い
現
象
で
は
な
い
こ
と
は
、
別
稿
で
既
に
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
〈
演
島
問
・
一
一
一
一
四
七

ー
五

O
頁
〉
。
劉
姓
神
も
商
業
化
を
経
た
江
南
農
村
の
他
の
神
々
と
同
様
に
、
施
米
神
説
話
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
に
江
南
の
劉
姓
神
に
も
う
一
種
類
の
説
話
が
生
ま
れ
て
い
る
。

費
孝
通
氏
の
紹
介
す
る
開
弦
弓
村
の
土
地
廟
の
主
神
は

「
劉
王
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
駆
瞳
説
話
を
全
く
持
た
ず
、
代
わ
り
に
継
母
に
い
じ
め
ら
れ
た
少
年
が
、
番
を
し
て
い
た
水
牛
を
殺
し
て

友
人
と
飽
食
し
、
地
中
に
身
体
が
埋
め
ら
れ
た
が
如
く
に
、
頭
と
尾
を
地
面
に
配
置
し
、
翌
朝
、
現
れ
た
継
母
に
対
し
て
そ
の
頭
と
尾

が
動
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
〈
費
却
・
一
六
八
頁
〉
。

こ
の
間
の
現
地
調
査
で
同
質
の
説
話
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

青
浦
県
練
塘

鎮
文
化
館
の
陳
文
彩
氏
（
五
十
歳
）
は
、
所
謂
「
民
間
文
学
」
の
採
集
・
編
写
の
専
門
家
で
あ
る
が
、
劉
王
に
関
し
て
、
地
主
の
牛
の



番
を
し
て
い
た
少
年
が
、
尾
を
残
し
て
食
べ
て
し
ま
い
、
尾
を
蟹
の
穴
に
入
れ
て
お
き
、
地
主
の
詰
聞
に
対
し
、
蟹
が
っ
つ
く
の
で
尾

が
動
き
、
蟹
の
穴
に
牛
は
入
っ
た
と
言
い
抜
け
る
説
話
が
広
く
澱
山
湖
沿
岸
に
伝
わ
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
た
〈
一
九
九

O
年
七
月
一
五

日
〉
。
一
般
に
水
牛
を
持
つ
の
は
、
所
謂
地
主
・
富
農
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
世
話
は
貧
し
い
農
家
か
ら
出
て
来
る
年
少
の
「
長

工
」
の
仕
事
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
説
話
も
ま
た
貧
し
く
幼
い
年
季
奉
公
人
の
夢
を
語
っ
て
い
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

五

お

り

わ

全
国
的
駆
瞳
神
と
し
て
知
ら
れ
た
劉
猛
将
に
つ
い
て
、
異
な
っ
た
史
料
か
ら
そ
の
実
像
を
追
求
し
て
み
た
。
沢
田
瑞
穂
氏
の
先
駆
的

江南劉姓神雑考

業
績
に
、
さ
ら
に
ま
た
異
質
の
劉
猛
将
像
を
提
示
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
元
来
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
江
南
で
は
駆
瞳
神
で
は
な
く
、

水
害
・
早
害
・
疫
病
な
ど
各
種
の
災
害
（
睡
も
当
然
に
含
む
）

に
ご
利
益
あ
り
、

託
宣
を
下
す
普
通
の
神
で
あ
り
、

何
時
の
こ
ろ
か

（
正
徳
以
前
）
、
猛
将
の
称
号
を
獲
得
し
て
い
た
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
は
華
北
で
、
あ
る
劉
姓
神
が
偶
然
に
瞳
害
駆
除
に
霊
呉
を
示
し
、

そ
れ
と
江
南
の
「
猛
将
」
号
が
結
合
し
、
や
が
て
清
朝
の
官
製
の
駆
瞳
神
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
行
き
、
祭
組
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
で

江
南
古
来
の
劉
姓
神
に
も
駆
瞳
説
話
が
浸
透
す
る
。
し
か
し
民
衆
が
信
仰
し
た
古
く
か
ら
の
劉
姓
神
は
、
江
南
に
特
質
的
な
社
会
経
済

史
的
過
程
に
適
応
し
つ
つ
、
清
代
に
施
米
神
、
あ
る
い
は
幼
い
牧
童
の
空
腹
を
満
た
す
神
に
変
身
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
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参
考
文
献

小
林
一
美
町
：
「
太
平
天
国
前
夜
に
お
け
る
農
民
闘
争
l
揚
子
江
下
流
デ
ル
タ
地
帯
に
お
け
る
」
東
京
教
育
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
会
『
近
代
中
国
農

村
社
会
史
研
究
』
大
安
。

沢
田
瑞
穂
問
：
「
駆
嵯
神
」
『
東
方
宗
教
』
五
一
。
同
氏
『
中
国
の
民
間
信
仰
』
工
作
舎
、
一
九
八
一
年
、
に
存
録
。



野
口
鉄
郎
・
石
田
憲
司
岱
：
「
道
教
研
究
文
献
目
録
」
福
井
康
順
他
『
道
教

1
3道
教
の
伝
播
』
平
河
出
版
社
、
巻
末
資
料
。

潰
島
敦
俊
郎

a
：
「
明
初
城
陸
考
」
『
榎
博
士
頚
寿
記
念
・
東
洋
史
論
叢
』
汲
古
書
院
。

同
部
b
：
「
明
清
江
南
城
陸
考
」
唐
代
史
研
究
会
編
『
中
国
都
市
の
歴
史
的
研
究
』
刀
水
書
房
。

同

ω：
「
明
清
時
代
、
江
南
農
村
の
社
と
土
地
廟
」
『
山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
・
明
代
史
論
叢
』
汲
古
書
院
。

費

孝

通

ω：
司

or
出血

5
0
1
2国
間

hHushgH
同志

E
g
g
s－

A
Nど
と
礼

us－
、
。
＼
門
USミ
ミ

h
qも
喜
忠
、
て
お
語
、
な
ぎ
と
ミ
・
問
。
ロ
己
旦
問
。

待
関
o
p伺
M
H
H戸
］

V
E
L
F叶
U
唱円。ロ
a
o口・
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注
（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

〈

4
）

八

0
年
代
初
期
ま
で
の
研
究
論
文
に
つ
い
て
は
、
参
考
文
献
野
口
・
石
田
部
参
照
。

こ
の
課
題
を
も
包
括
す
る
江
南
農
村
の
現
地
調
査
を
筆
者
は
開
始
し
て
い
る
が
、
こ
の
テ
1
7
に
つ
い
て
の
み
は
中
国
側
の
共
同
研
究
者

と
は
、
必
ず
し
も
関
心
を
共
有
し
得
ぬ
情
況
に
あ
る
。
城
陸
・
土
地
廟
や
各
種
土
神
に
つ
い
て
の
筆
者
の
関
心
は
、
率
直
に
云
っ
て
時
に

は
一
種
の
邦
検
の
対
象
と
な
る
感
も
あ
っ
た
。
同
時
に
若
手
研
究
者
に
現
地
調
査
を
通
じ
て
問
題
意
識
・
関
心
が
形
成
さ
れ
始
め
た
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。

各
種
の
一
克
人
の
人
名
索
引
に
こ
の
名
は
見
え
な
い
。

『
主
主
柏
大
清
会
典
事
例
』
四
四
五
・
君
平
和
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
潅
正
）
三
年
諭
。
旧
歳
直
隷
総
督
李
維
鈎
奏
称
、
畿
輔
地
方
、
毎
有
嵯
嫡
之
害
、
土
人
度
薦
於
劉
猛
将
軍
之
廟
、
則
陸
不
為
災
。

朕
念
切
実
桐
疲
、
凡
事
之
有
益
於
民
生
者
、
皆
欲
推
広
行
之
。
且
禦
災
拝
患
占
／
揮
、
載
在
記
典
。
即
大
国
之
詩
亦
云
・
・
・
。
是
鶴
崎

之
害
、
古
人
亦
未
嘗
不
籍
神
力
以
為
之
駆
除
也
。
・
・
：
今
両
江
総
督
査
弼
納
奏
称
。
「
江
南
地
方
、
有
為
劉
猛
将
軍
立
廟
之
処
、
則

無
嵯
騎
之
害
、
其
未
曾
立
廟
之
処
、
別
不
能
無
嵯
」
。
此
乃
査
弼
納
編
狭
之
見
、
議
調
朕
惑
於
鬼
神
、
専
侍
祈
祷
以
為
消
再
災
一
般
之

方
也
。
：
・

羅
正
帝
の
意
見
も
面
白
い
が
、
江
南
地
方
で
は
、
官
製
の
「
劉
猛
将
軍
L

が
順
調
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
勅
論
に
も
か
か
わ
ら

ず
有
司
の
な
か
に
は
廟
を
立
て
て
い
な
い
者
も
い
た
事
実
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
後
に
も
勅
論
が
し
ば
し
ば

下
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
潅
正
株
批
諭
回
目
』
『
宮
中
指
潅
正
朝
奏
摺
』
や
『
潅
正
実
録
』
に
は
関
連
す
る
記
事
を
見
出
だ
せ
な
い
。
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（

5
）
 

北
京
古
籍
出
版
社
の
排
印
本
（
一
九
八
四
年
）
は
、
「
呉
川
」
と
す
る
が
、
誤
り
で
あ
ろ
う
。
沢
田
氏
が
紹
介
し
た
よ
う
に
〈
沢
田
向
・

五
頁
〉
、
そ
の
出
身
地
は
「
直
隷
河
間
府
呉
橋
県
」
と
さ
れ
、
岡
県
に
「
呉
川
鎮
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
淫
嗣
H
淫
杷
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
演
島
部
b
・
一
三
三
九
頁
参
照
。

江
蘇
省
太
倉
直
隷
州
嘉
定
県
石
岡
門
鎮
・
同
省
松
江
府
宝
山
県
広
福
鎮
の
合
同
の
方
志
。
畳
一
回
う
ま
で
も
な
く
二
鎮
は
実
態
は
一
鎮
で
あ
る
。

嘉
慶
十
二
年
刻
本
が
上
海
図
書
館
に
あ
る
。

康
照
二
十
九
年
序
刊
本
が
内
閣
文
庫
に
あ
る
が
未
見
。
民
国
に
『
筆
記
小
説
大
観
』
に
入
る
。
ま
た
柏
香
書
屋
の
鉛
印
本
が
あ
り
、
一
九

八
六
年
、
後
者
を
漸
江
人
民
出
版
社
が
影
印
し
た
。
後
二
者
に
こ
の
記
事
は
見
え
な
い
。

偶
見
し
た
劉
姓
神
を
紹
介
し
て
お
く
。
『
清
明
集
』
一
四
・
淫
洞
、
胡
石
壁
「
不
為
劉
舎
人
廟
祝
保
奏
加
封
」
に
は
、
十
三
世
紀
の
湖
南

で
劉
某
な
る
船
戸
が
老
後
に
洞
庭
湖
畔
の
洞
で
堂
守
を
し
て
い
た
が
、
徐
々
に
参
拝
者
に
対
し
て
説
教
・
予
言
す
る
よ
う
に
な
り
、
「
威

（
み
な
）
以
て
神
と
為
す
」
に
至
っ
た
。
死
後
の
尊
崇
は
さ
ら
に
盛
ん
で
、
「
救
護
網
」
の
説
話
が
あ
り
、
商
人
の
交
易
、
税
物
の
貢
輪
、

官
員
の
往
来
、
す
べ
て
こ
こ
を
通
過
す
る
際
に
、
水
路
の
安
全
を
願
っ
て
牲
を
奉
げ
て
祈
薦
す
る
と
い
う
。
時
代
も
地
域
も
江
南
と
は
異

な
る
。
し
か
し
新
江
嘉
輿
県
玉
江
淫
鎮
の
方
志
、
宣
統
『
関
川
志
稿
」
（
上
海
図
書
館
所
蔵
）
二
・
洞
廟
は
、
「
連
（
蓮
）
王
蕩
」
と
い
う

湖
沼
の
東
北
沿
岸
に
あ
る
劉
王
廟
の
祭
神
に
つ
い
て
承
忠
・
鋭
・
宰
諸
説
を
紹
介
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
郷
俗
伝
正
月
二
十
日
開
印
、
八
月
十
四
日
誕
辰
。
居
時
江
新
漁
船
、
成
集
蕩
中
、
以
数
万
計
。
演
劇
献
牲
、
至
二
三
月
之
交
、
船

之
集
元
多
、
謂
之
縞
船
会
。

江
南
デ
ル
タ
の
漁
民
の
詳
細
な
検
討
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
間
の
聞
き
取
り
か
ら
得
た
感
触
で
は
、
多
く
は
江
北
あ
る
い
は

湖
広
か
ら
の
一
種
の
流
民
と
し
て
入
り
込
み
、
船
上
生
活
を
続
け
（
陸
上
の
定
住
点
を
も
た
ね
）
、
そ
の
中
か
ら
一
部
は
陸
上
に
居
住
点

を
獲
得
し
て
農
民
に
転
化
（
上
昇
？
）
す
る
路
径
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
の
漁
民
に
カ
ト
リ
ッ
ク
が
多
い
（
逆
に
農
村
部
の
カ
ト

リ
ッ
ク
の
多
く
は
漁
民
で
あ
る
）
の
も
、
農
民
の
地
域
社
会
｜
共
同
の
祭
租
を
有
す
る

i
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
も
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
由
来
は
す
で
に
定
か
で
な
い
劉
王
は
、
湖
南
か
ら
船
戸
あ
る
い
は
漁
民
が
持
ち
込
ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み

に
、
費
孝
通
の
開
弦
弓
村
が
、
そ
の
村
内
水
路
の
入
り
口
に
あ
っ
て
夜
間
遮
断
す
る
栂
の
修
理
費
用
捻
出
の
た
め
に
、
川
魚
の
採
集
権
を

売
り
渡
し
た
相
手
も
湖
南
か
ら
来
た
漁
民
で
あ
っ
た
〈
費
ぬ
・
一
七
五
J
七
頁
〉
。

『
太
祖
実
録
』
至
正
二
四
年
九
月
甲
申
条
に
、
張
士
誠
寧
の
攻
撃
か
ら
長
輿
を
守
っ
て
死
ん
だ
朱
元
環
軍
の
武
将
劉
成
が
、
懐
遠
大
将

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
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軍
に
封
ぜ
ら
れ
、
一
長
輿
に
廟
が
立
て
ら
れ
た
と
あ
る
。
あ
る
い
は
「
猛
将
」
号
の
発
生
に
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

正
徳
『
仙
浬
志
』
（
上
海
図
書
館
蔵
）
は
漸
江
・
嘉
輿
府
の
新
市
鎮
の
方
志
で
あ
る
が
、
巻
二
・
廟
紀
に
「
劉
王
」
が
あ
り
、
「
吾
、
か
土

神
で
は
な
い
が
、
庶
民
は
み
な
祈
祷
に
奔
穣
し
、
占
う
と
霊
験
が
あ
る
。
水
皐
・
疫
病
・
盗
賊
、
み
な
祈
祷
に
応
え
て
く
れ
る
。
つ
ま
り

は
功
績
無
く
し
て
、
た
だ
鶏
豚
を
坐
享
す
る
類
の
神
で
は
な
い
」
と
述
べ
、
「
詳
ら
か
に
出
来
ね
が
、
宋
の
劉
太
尉
錆
と
す
る
人
も
い
る
」

と
し
て
い
る
。
ま
た
同
志
に
は
、
「
私
庵
・
野
廟
・
淫
名
社
鬼
の
属
L

と
し
て
、
「
劉
宣
教
郎
L

を
挙
げ
て
い
る
。

広
東
・
福
建
と
比
べ
る
と
、
省
・
市
l
県
宗
教
局
の
統
制
・
庇
護
下
の
復
活
と
い
う
感
が
強
い
。

前
掲
注
（
9
）
参
照
。
堂
守
風
の
老
婆
に
頼
ん
で
、
譲
っ
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
製
作
地
は
不
明
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（日）
（日）

（
補
注
）
一
九
九

O
年
九
月
、
新
江
省
社
会
科
学
院
研
究
員
陳
学
文
、
同
助
理
研
究
員
董
思
至
、
高
知
大
学
助
教
授
三
木
聴
の
コ
一
氏
と
、
一
一
一
菱
財

団
の
助
成
金
に
よ
っ
て
、
掘
削
江
・
湖
州
市
双
林
鎮
の
現
地
調
査
を
実
施
し
た
。
鎮
文
化
中
心
主
任
の
虞
廷
寵
先
生
の
周
到
な
按
排
で
、
我

々
の
要
望
は
全
面
的
に
実
現
さ
れ
た
。
九
月
十
九
日
、
双
林
鎮
漁
政
姑
長
費
発
宝
氏
（
五
九
歳
）
、
鎮
西
郷
水
産
村
民
顧
阿
栄
氏
（
五
九

歳
）
、
若
南
郷
水
産
村
長
費
連
宝
氏
（
四
六
歳
、
姑
長
の
弟
）
、
同
村
民
費
美
宝
女
土
（
五
五
歳
）
と
、
ま
る
一
日
座
談
会
を
も
っ
た
。
姑

長
費
発
宝
氏
が
H
幹
部
H

に
な
る
と
同
時
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
や
め
た
他
は
み
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
。
鎮
西
水
産
村
六
五
戸
、

若
南
水
産
村
七
六
戸
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
四
五
・
四
四
戸
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
非
信
者
は
、
清
明
節
に
、
玉
江
涯
の
綱

船
会
に
行
く
も
の
が
い
る
と
い
う
（
苔
南
村
一
戸
、
鎮
西
村
十
数
戸
）
。
つ
ま
り
劉
王
廟
が
復
活
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
文
学
部
教
授
）


